平成２０年　月　　日
（荷主企業）　　 宛
（社）滋賀県トラック協会
会　　長　竹 備　富 明
燃料対策特別委員会
委員長　安田　昌生
荷主の皆様へ
燃料サーチャージ制導入のお願い
拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の事業運営に格別のご理解とご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、昨夏より国際原油価格が再び急騰し、現在バレル１３０ドル台の史上最高値圏で推移しておりますことは、ご高承のとおりでございます。軽油価格は、ローリー買いで平成１６年春の、１リットル平均６４円から徐々に上がりはじめ、特に直近２ヶ月間では３０円を超える急激な値上がりにより現在は、１４０円台（高騰率210％）と経営コストを遙かに超える価格となりました。

こうした燃料価格の暴騰により、通年ベースではトラック業界全体で１兆円を超えるコスト増となっております。今後も先行きの見えない軽油価格の上昇が見込まれる中で、また、長期にわたる運賃低落の状況下において、業界のみの自助努力では到底これらのコストを吸収出来るものではなく、トラック運送事業の経営は今まさに存亡の危機に立たされております。
　営業用のトラック輸送サービスは、経済産業活動に欠かすことのできない重要な役割を担っておりますが、このまま推移すれば、多くの事業者において経営の安定が確保できず、運転者の確保も困難となり、円滑かつ安全な輸送サービスの提供に大きな支障を生じることが深刻に憂慮される状況であります。

荷主の皆様方におかれましては、トラック業界が直面している現下の非常事態ともいうべき状況をあらためてご理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げる次第です。
　なお、この軽油価格高騰を受けて国土交通省と公正取引委員会が初めて連携し、「軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置」として、『燃料サーチャージ制の導入』及び『下請、荷主適正取引推進』のガイドラインが発出されました。我々トラック業界としては、この非常事態を乗り切る為にも、この制度を行政と連携を密にしながら、積極的に推し進めていきたいと考えます。荷主の皆様には『燃料サーチャージ制導入』に対し、格別のご理解とご支援を賜りますよう、切にお願い申し上げる次第です。
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